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１ 登録政治資金監査人の登録及び研修 

 

（１）登録政治資金監査人の登録 

政治資金規正法では、弁護士、公認会計士又は税理士である者は政治資金

適正化委員会（以下「当委員会」という。）が備える登録政治資金監査人名簿

への登録を受けることにより、登録政治資金監査人になることができるとさ

れている（法第１９条の１８第１項）。これらの者は、それぞれ法律、監査及び会

計並びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有

するとともに、公共的使命を担うものとされている。政治資金監査は、この

ような職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に行うもの

であり、政治資金の適正化に資する質の高いものとすることが期待される。 

○ これまでの取組 

当委員会では、平成２２年１月から行われることとなった国会議員関係政

治団体に係る政治資金監査の実施に必要な登録政治資金監査人の早期確保に

向け、平成２０年９月から登録政治資金監査人名簿への登録申請の受付を行

ってきた。 

登録政治資金監査人の登録については、政治資金監査制度の安定的な運用

に必要な登録者数の確保のほか、政治資金監査の対象となる国会議員関係政

治団体側の利便にも資するため、大きな地域的偏在が生じないよう関係士業

団体の協力も得ながら積極的な周知・広報を行ってきた。具体的には、登録

政治資金監査人の登録・研修申込手続に関するリーフレットを作成し、当委

員会のホームページに掲載するほか、関係士業団体を通じてそのリーフレッ

トを配布するとともに、関係士業団体が主催する研修の場等で政治資金監査

制度の概要等を説明するなど、周知・広報を図ってきたところである。 

その結果、登録政治資金監査人の登録者数は順調に推移し、【仮】平成２８

年１１月末現在で４，８１５人となっている（参考資料２）。 

これに対し、【仮】平成２６年における国会議員関係政治団体（収支報告書

の提出義務があるもので解散団体を含む。）は３，３２６団体（総務大臣届出

分８１２団体、都道府県選挙管理委員会届出分２，５１４団体）であり、登

録政治資金監査人の登録者数はこれを上回っている状況にある。 

都道府県別の登録政治資金監査人の登録状況を見てみると、全都道府県に

わたり登録がなされており、都道府県によっては、登録政治資金監査人１人

当たりの国会議員関係政治団体数が１以上となっている団体もあるが、多く

の団体では１を下回っており、全国平均としても０．６９となっている（参
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考資料３）。また、【仮】平成２７年度フォローアップ研修（実務向上研修）

の参加者アンケート結果によれば、登録政治資金監査人１人当たり、政治資

金監査を２．５２団体実施しているが、登録政治資金監査人１人当たりの国

会議員関係政治団体数は、最も多い地域でも【仮】２．６７団体となってお

り、これに近い数値であることから、政治資金監査の実務上支障はないもの

と考えられる。 

昨今における登録政治資金監査人の登録・抹消の状況の詳細については、

以下のとおりである。 

 

① 登録者数及び登録抹消者数の増減について 

平成２０年９月に登録政治資金監査人の登録を開始して以降、登録政治

資金監査人の登録者の総数は年々増加しており、【仮】平成２８年１１月末

現在における登録者の総数は、４，８１５人となっている（参考資料２）。 

年度ごとの新規登録者数は減少傾向にあり、申請等に基づき登録を抹消

した者（以下「登録抹消者」という。）の数は年々増加しているものの（参

考資料４）、年度ごとの新規登録者数は登録抹消者数を一貫して上回ってい

る（参考資料５）。 

登録抹消者の抹消事由としては、約６割が本人からの申請（法第１９条の 

２３第１項）によるものであり、約４割が死亡や関係士業の廃止等（法第１９条

の２３第１項第１号）によるものとなっている。 

 

② 登録者数の年代別分布について 

登録者数の年代別分布を見ると、６０代以上が合計２，１６０人と全体

の４６．１％を占めており、平成２２年度末と比較すると、９．５％増加

している（参考資料６）。また、登録抹消者について年代別に見ると、６０

代以上が全体の６割以上となっている（参考資料７）。 

 

○ 今後の方向性 

 前述のとおり、政治資金監査制度を安定的に運用していくための当面の登

録者数は十分確保されていると考えられるものの、近年登録抹消者数が増加

傾向にあることや、登録者数全体の４割以上が６０代以上であること、登録

政治資金監査人の地域的な偏在が依然として見られること等を踏まえ、関係

士業団体の協力も得ながら、登録政治資金監査人の安定的確保に向けて、政
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治資金監査制度の意義や登録政治資金監査人の登録手続等について、引き続

き周知・広報に取り組んでいくことが適当である。 

 特に、地域的偏在については、現在のところ政治資金監査制度の運用に直

ちに支障を来す状況には必ずしもないと考えられるものの、登録政治資金監

査人の高齢化による引退等の可能性も考慮すると、今後の安定的な運用のた

めに、引き続き関係士業団体の協力も得ながら、登録者の絶対数が少ない地

域において重点的に周知・広報に取り組んでいくことが必要である。 

 

（２）政治資金監査に関する研修の実施 

 平成２８年度現在、当委員会では登録政治資金監査人に対し、「登録時研修」

と「フォローアップ研修」の２種類の研修を実施している。「登録時研修」は、

登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として、

登録政治資金監査人名簿に登録を受けた登録政治資金監査人が受講するもの

であり（法第１９条の２７）、「フォローアップ研修」は、当委員会が行う研修（法

第１９条の３０第１項第３号）として、登録政治資金監査人の政治資金監査実務の

基礎知識を定着・向上させることを目的に、登録時研修を修了した登録政治

資金監査人が任意で受講することができるものである。それぞれの研修の概

要は、下表のとおりである。 

 

研修の種類 対象 方式 主な内容 

登録時研修 登 録 手 続 を 完

了した登録政治

資金監査人 

集合研修方式 

（要望研修方式 

を含む。） 

個別研修方式 

登録政治資金監

査人として必要な

専門的知識の修

得 

フォロー

ア ッ プ 

研 修 

再受講研

修 

登 録 時 研 修 を

修了した登録政

治資金監査人 

集合研修方式 登録時研修と同内

容 

実務向上

研修 

政治資金監査制

度に関する変更点

や政治資金監査

報告書の作成等

に関し特に留意す

べき点 

※1 集合研修方式…研修受講者を一堂に会して実施するもの。 

※2 要望研修方式…希望する研修日・研修地を示して、５人以上の登録時研修を修了していな

い登録政治資金監査人が登録時研修の実施を要望する場合で、その実

施に支障がないと認められる場合に実施するもの。 

※3 個別研修方式…個別の研修受講者ごとに任意の日時において、研修用映像教材を用いて

実施するもの。 

※1 
※2 

※3
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① 登録時研修について 

○ これまでの取組 

登録時研修の実施に当たっては、「政治資金監査に関する研修実施要領」

及び「政治資金監査に関する研修実施細則」を定め、これらに基づき、政

治資金の制度に関する専門的知識（政治資金規正法のあらまし）及び政治

資金監査マニュアル等を解説した研修テキスト及び関係法令集を用いた研

修を行ってきたところである。 

登録時研修は、平成２０年１２月に集合研修方式により開始し、以降、

研修受講者の移動の利便性等を考慮して全国各地で実施しており、平成 

２６年度は１６回、平成２７年度は１７回、平成２８年度は１７回実施し

ている。特に、平成２６年度及び平成２７年度においては、登録政治資金

監査人の地域的偏在の是正を図るため、登録政治資金監査人１人当たりの

国会議員関係政治団体数が多い地域においても研修を実施した。また、平

成２２年４月からは、研修受講者側の利便性も考慮して、個別研修方式を

新たに導入し、平成２６年度は１２６回、平成２７年度は１０２回、平成

２８年度は、【仮】平成２８年１１月末現在で、６６回実施しており、集合

研修方式と併せて精力的に取り組んできたところである（参考資料８）。 

さらに、平成２３年４月からは集合研修方式の一つとして要望研修方式

も新たに導入し、平成２３年度は２回、平成２４年度は３回、平成２５年

度及び平成２７年度は各１回実施している（参考資料８）。 

その結果、【仮】平成２８年１１月末現在では、登録政治資金監査人（登

録抹消者除く）４，８１５人のうち、９８．１％の４，７２２人が登録時

研修を修了し政治資金監査を実施できる体制となっている。一方、未修了

者は９３人である。 

なお、登録時研修の年度別受講者数については、年度ごとの新規登録者

数が減少傾向にあることに伴い、減少傾向となっている（参考資料８）。 

 

○ 今後の方向性 

登録時研修については、受講機会の確保も含めた登録時研修の着実な実

施という観点から、引き続き全国各地において集合研修方式による研修を

実施するとともに、登録政治資金監査人の希望に基づいて個別研修方式に

よる研修の実施を継続していくことが適当である。 
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また、登録政治資金監査人の地域的偏在については、（１）の「今後の方

向性」で述べたとおり、政治資金監査制度の運用に直ちに支障を来すよう

な状況にはないと考えられるものの、登録政治資金監査人１人当たりの国

会議員関係政治団体数が多い地域については、今後の安定的な運用を図る

観点から、当該地域の状況を注視しつつ、登録時研修の実施を検討する。 

 

② フォローアップ研修について 

○ これまでの取組 

平成２２年度から、政治資金監査のより円滑な実施と一層の定着化を図

るため、政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人が任意

で受講することができる政治資金監査実務に関するフォローアップ説明会

を開催してきた。 

平成２６年度以降は、フォローアップ説明会をフォローアップ研修と位

置付け、これまでの研修内容を引き継ぐ「実務向上研修」に加えて、新た

に登録政治資金監査人が再度登録時研修と同内容の研修を受講することを

可能とする「再受講研修」を実施してきたところである。 

平成２６年度から平成２８年度においては、実務向上研修、再受講研修

ともに、各年度それぞれ１７回開催している（参考資料９）。 

これまで、研修の開催場所については、登録政治資金監査人に広く研修

への参加の機会を提供するという観点から、全国を８ブロックに分け、ブ

ロックごとに登録者数、研修受講者の移動の利便性及び前年度の開催実績

等を考慮しながら、開催地を選定してきている。平成２８年度においては、

これらによる開催地の選定に加え、フォローアップ研修の未受講率の高さ

も考慮し、新たな開催地を選定したところである。 

また、開催時期については、年度末や政治資金監査の実施時期を避けて

いるほか、登録政治資金監査人へのアンケート調査等の結果も踏まえ、月

末を可能な限り避けての開催や夜間開催などの取組を行ってきたところで

ある。 

その結果、実務向上研修については、平成２６年度は合計１，１１６人、

平成２７年度は合計１，０３４人、平成２８年度においては合計９８０人

の参加をみたところであり、再受講研修については、平成２６年度は合計

２８７人、平成２７年度は合計２０６人、平成２８年度は２００人の参加

をみたところである（参考資料９）。 
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なお、【仮】平成２８年１１月末現在で、フォローアップ研修（実務向上

研修）の受講経験者の総数は２，４５５人となり、登録時研修を修了した

登録政治資金監査人の半数以上（５２．０％）に達している（参考資料 

１０）。 

 

○ 今後の方向性 

政治資金監査のより適確な実施を確保していくため、フォローアップ研

修については、今後も継続的に実施していくことが適当である。 

また、フォローアップ研修の実施に当たっては、研修受講者数の増加を

図るため、これまでも開催回数の増加、交通の利便性の高い場所での開催、

未開催地における開催、夜間開催等、登録政治資金監査人が研修により参

加しやすくするための取組を行ってきたところであるが、政治資金監査の

質の向上に果たすフォローアップ研修の重要性に鑑みると、これまで以上

に、登録政治資金監査人のニーズに応じたものとすべきであり、引き続き

受講者にとっての利便性の向上を図り、できるだけ多くの登録政治資金監

査人が参加の機会を得られるよう配意すべきである。  
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２ 政治資金監査に関する具体的な指針等 

 
（１）政治資金監査マニュアルについて 

政治資金規正法では、国会議員関係政治団体の会計責任者は収支報告書を

提出するときにはあらかじめ政治資金監査を受けなければならないとされ、

この政治資金監査は、当委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針

に基づき行うものとされている（法第１９条の１３第１項及び第２項）。 

 

○ これまでの取組 

当委員会では、政治資金に関する収支報告の適正の確保と透明性の向上に

対する国民の要請に応えると同時に、政治資金監査制度の円滑な導入・運用

を図るためには登録政治資金監査人の責任と負担にも留意すべきという点

を踏まえ、平成２０年１０月に「政治資金監査に関する具体的な指針」（政

治資金監査マニュアル）を定めた。 

政治資金監査マニュアルは、登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに

当たっての具体的な指針を示すとともに、登録政治資金監査人の行う政治資

金監査の質の確保と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものであり、

登録政治資金監査人は、この政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査

を行うことが法律上求められる。 

政治資金監査マニュアルに基づく政治資金監査は、平成２２年５月末まで

に提出をされた国会議員関係政治団体に係る平成２１年分の収支報告書に

ついて、初めて実施された。その実施状況に係る総務省及び都道府県選挙管

理委員会の調査結果や登録政治資金監査人の意見等を踏まえ、検討を重ねた

結果、より円滑な政治資金監査の実施に資するため、平成２２年９月に政治

資金監査マニュアルを改定した。 

また、平成２４年に行われた政治資金規正法施行規則の一部改正及び政治

資金監査報告書記載例の明確化等これまでに当委員会が示した見解等を踏

まえ、平成２５年６月に再度政治資金監査マニュアルを改定した。 

第３期においては、前回の改定から約２年半が経過し、この間の制度改正

の反映を図る観点から、平成２８年３月に政治資金監査マニュアルの改定を

行った。具体的な改定内容は、以下のとおりである。 
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① 業務制限の範囲に関する政治資金規正法施行規則の一部改正の反映 

  政治資金監査制度は、外部性を有する第三者が国会議員関係政治団体

の全ての支出をチェックする制度であり、外部性の確保という観点か

ら、登録政治資金監査人が、 

ア 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故

があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 

イ アの配偶者 

ウ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者 

エ 国会議員に係る後援会等いわゆる２号団体の場合は、当該団体が推

薦し、又は支持する公職の候補者若しくはその配偶者 

である場合には、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うこと

はできないとされている（法第１９条の１３第５項・施行規則第１７条）。 

登録政治資金監査人の業務制限が設けられた趣旨は、政治資金監査の

外部性の確保であるが、自ら作成・徴取した収支報告書や会計帳簿等の

関係書類について政治資金監査を行うことになる場合は、そもそも外部

性が確保されているとは言いがたい。したがって、このような場合につ

いて、当委員会では、政治資金監査マニュアル等で「適当ではない」旨

規定していたところであるが、第２期の取りまとめにおいて「制度的な

対応が必要」との方向性が示されたことから、具体的な業務制限の対象

とすべき範囲について検討を行い、平成２６年度第６回委員会において

制度的な対応を要請したところである。 

この要請を受け、平成２７年１０月に政治資金規正法施行規則の改正

が行われ、政治資金監査を受けることとなる収支報告書に係る年の最初

の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの間に国会議員関係政

治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者の職務代行者であった者に

ついても、業務制限の対象とされることとなった（平成２８年１月１日

施行）ため、同改正を反映する改定を行った。 

 

② 政治資金監査マニュアルの記載の趣旨の明確化 

政治資金監査報告書記載例の注書きの追加、「領収書等亡失等一覧表」

の様式の参照先の明示等、記載の趣旨の明確化を図るための表現の整理

を行った。 
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業務制限の対象範囲（イメージ） 

【改正前】 

政治資金監査契約を締結した日から政治資金監査報告書の日付までの期間

（下図の斜線部分）において、登録政治資金監査人が以下のアからエのいず

れかに該当する場合は、政治資金監査を行うことはできない。 

   ア 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者に事故

があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 

イ アの配偶者 

   ウ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者 

   エ 国会議員に係る後援会等いわゆる２号団体の場合は、当該団体が推

薦し、又は支持する公職の候補者若しくはその配偶者 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改正後】 

  上記の場合に加え、政治資金監査を受けることとなる収支報告書に係る年

の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの間（下図の斜線部

分）において、登録政治資金監査人が上記アであった場合についても、政治

資金監査を行うことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら改定後の政治資金監査マニュアルの内容（参考資料１３）について

は、その都度フォローアップ研修等において、登録政治資金監査人に対して

説明し、周知を図ってきたところである。 

 

上記アにある期間       上記アにない期間 

政治資金 

監査の最初 

の日の前日 

 

政治資金監査を受けることとなる収支報告

書に係る年の最初の日～当該政治資金

監査の最初の日の前日 

N+1/5/31 N+1/1/1 N/1/1 

アであった者 

辞職 

政治資金監査 

報告書の日付 

ア～エの者 

政治資金監査 

契約の締結日 

政治資金監査 

報告書の日付 

政治資金監査を受けることとなる 
収支報告書の期間 

（定期分の場合） 

N/1/1 N+1/1/1 N+1/5/31 
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○ 今後の方向性 

政治資金監査マニュアルの内容については、フォローアップ研修や当委

員会のホームページを通じて引き続き周知を図るとともに、政治資金監査

制度の運用状況や、登録政治資金監査人等から寄せられる意見等を基に、

政治資金監査がその基本的性格を十分に踏まえつつ円滑に実施され、政治

資金の収支報告の適正の確保と透明性の向上が図られるよう、必要な見直

しを行っていくことが適当である。 

 

（２）「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」等について 

○ これまでの取組 

政治資金規正法において、当委員会は登録政治資金監査人に対し、政治資

金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこととされている

（法第１９条の３０第１項第５号）。 

当委員会では、登録政治資金監査人から寄せられる質疑等に対して逐次対

応するとともに、新たな見解を示す必要があるものや登録政治資金監査人に

広く周知する必要があるものについては、政治資金監査マニュアルを補完す

るものとして、当委員会の見解や「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を公表し

（参考資料１４及び参考資料１５）、フォローアップ研修等も活用してこれ

らの周知を図るなど、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助

言を行ってきたところである。 

第３期においては、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の追加・改定として、

公共料金等を金融機関やコンビニエンスストアにおいて払込取扱票等を用

いて支払った場合に当該金融機関等から受領する書面（払込金受領証）に支

出の目的が記載されていない場合の取扱いに関する整理を踏まえた改定や、

登録政治資金監査人の守秘義務に係る整理を踏まえた追加等を行った。 

 

○ 今後の方向性 

政治資金監査のより適確な実施を確保していくため、今後もこれまでと同

様に、必要に応じ、政治資金監査マニュアルを補完する当委員会の見解の表

明や「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」の充実等を行っていくことが適当であ

る。  
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３ 政治資金監査の質の向上について 

～登録政治資金監査人に対する 

研修及び個別の指導・助言～ 

 

 政治資金監査制度の安定的な運用に必要な登録政治資金監査人の確保に関し

ては、関係士業団体の協力も得ながら積極的な周知・広報を行い、国会議員関係

政治団体【仮】３，３２６団体（平成２６年分の収支報告書の提出義務があるも

ので解散団体を含む。）に対し、【仮】４，８１５人（平成２８年１１月末現在）

の登録政治資金監査人が確保できているところである。 

このように、一定程度の人数の確保が果たせてきたことから、また、政治資金

に関する収支報告の適正の確保及び透明性の向上に対する国民の要請に一層応

えていくために、今後は政治資金監査の質の確保及び向上により重点を置いた取

組を行っていく必要があるものと考えられる。 

政治資金規正法において、当委員会は登録政治資金監査人に対し、政治資金監

査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこととされている（法第１９条

の３０第１項第５号）。そこで、当委員会では、前章で述べたとおり、これまでも政

治資金監査の質の確保を図るための取組として、登録政治資金監査人等から寄せ

られる質疑等に対して逐次対応するとともに、政治資金監査マニュアルを補完す

るものとして当委員会の見解や「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を公表し周知を

図るなど、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行ってきた

ところである。 

これらに加え、更なる質の確保及び向上を図るための具体的な取組として、①

従来行ってきた登録政治資金監査人一般に対する研修等に係る内容の充実や参

加の促進に加え、②当委員会から個別の登録政治資金監査人に対する指導・助言

を行う枠組みを新たに設け、平成２６年分の収支報告書（定期分）に係る政治資

金監査から個別の指導・助言の取組を実施してきたところである。 

取組の具体的な内容は、以下のとおりである。 

 

（１）フォローアップ研修について 

○ これまでの取組 

「１ 登録政治資金監査人の登録及び研修」の（２）で述べたとおり、

登録政治資金監査人は、政治資金監査の実務に携わる際、政治資金監査の
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実施に必要な専門的知識を修得するために、あらかじめ登録時研修を受け

ることとされている（法第１９条の２７）。 

しかしながら、一度きりの研修では修得できる内容に限りがあること、

時の経過による登録時の研修で修得した政治資金監査に係るノウハウの劣

化等が懸念されることから、登録政治資金監査人からの継続的な研修の実

施の要望があったことも踏まえ、平成２２年度よりフォローアップ説明会

（平成２６年度以降はフォローアップ研修）を実施してきたところである。 

「１ 登録政治資金監査人の登録及び研修」の（２）②で述べたとおり、

フォローアップ研修（実務向上研修）については、各年度において概ね１，

０００人程度（全体の２～３割）の登録政治資金監査人が受講して

おり（参考資料９）、平成２８年１１月末現在で、受講経験者の総数も  
２，４５５人と、登録時研修を修了した登録政治資金監査人の半数以上  
（５２．０％）に達している。一方、登録後一度もフォローアップ研修（実

務向上研修）を受講したことのない登録政治資金監査人も２，２６７人存

在している（参考資料１０）。 

なお、フォローアップ研修（実務向上研修）の参加者アンケート結果に

よると、受講者の約６割が実際に政治資金監査の実務経験を有している。

また、「毎年研修を受講している」と回答した受講者は回答者全体の約６割

を占めるが、そのうち約７割が政治資金監査の実務経験を有している（参

考資料１１）。 

当委員会では、フォローアップ研修、特に実務向上研修については、政

治資金監査の質の向上を図る上で重要な取組と考えており、これまでフォ

ローアップ研修の内容の充実及び研修への参加の促進に係る取組を実施し

てきた。具体的な取組内容については、以下のとおりである。 

 

① 研修内容の充実 

当委員会では、政治資金監査において登録政治資金監査人が確認すべ

き項目を遺漏なく確認したかどうか、また、政治資金監査の結果を政治

資金監査報告書に適切に記載したかどうか等を、登録政治資金監査人自

身でチェックすることができるよう、政治資金監査チェックリスト及び

政治資金監査報告書チェックリストをそれぞれ作成・公表し、政治資金

監査マニュアルにおいてもその活用を求めているところである。 

そこで、平成２７年度のフォローアップ研修（実務向上研修）におい

ては、政治資金監査の実施や政治資金監査報告書の作成について、受講

者がこれらのチェックリストを参照しながら理解を深められるよう、チ

-12-



 

ェックリストの項目に沿った解説とする等、研修資料の構成について大

幅な見直しを行った。また、より実践的な研修となるよう演習問題を取

り入れるとともに、フォローアップ研修（実務向上研修）の参加者アン

ケートにおいて登録政治資金監査人から「具体的な実例を基にした、実

践的な内容としてほしい」という意見が寄せられたことから、政治資金

監査報告書作成時の留意事項の解説において具体の様式例を用いて説

明する等、内容の充実を図ったところである。 

平成２８年度のフォローアップ研修（実務向上研修）では、後述の個

別の指導・助言の取組において明らかになった誤り事例等について、政

治資金監査チェックリスト及び政治資金監査報告書チェックリストと

の対応関係を示すことにより、同様の誤り等の防止を図ることとした。

また、研修の振り返り等に役立ててもらえるよう、研修内容のポイント

をまとめたものを研修資料として追加したほか、平成２７年度より更に

内容を充実させた演習問題を研修内容に盛り込むとともに、参加者には

演習問題を事前に送付することで、理解度の向上を図ったところである。

さらに、講師の説明能力向上を図るため、受講者に対するアンケートの

項目の一つとして、講師の説明に対する評価を盛り込み、参考としてい

るところである。 

② フォローアップ研修への参加の促進 

当委員会の実施する研修は、関係士業団体の研修制度における研修受

講時間に算入する取扱いが行われている。そこで、フォローアップ研修

の受講者について、受講確認ができるように、平成２７年度より研修受

講者のうち希望する者に対しては、「研修参加証明書」を発行すること

とした。また、平成２８年度には、この点について登録政治資金監査人

に対して周知することにより、フォローアップ研修への参加促進を図っ

たところである。 
 

上記①及び②で述べた取組や、「１ 登録政治資金監査人の登録及び研修」

で述べた研修の実施方法等の改善を行ってきた結果、フォローアップ研修

の参加者アンケートによると、再受講研修、実務向上研修ともに、研修の

内容については、「とても参考になった」との回答が約７５％、実務向上研

修への今後の参加意向については、「今後も参加したい」との回答が約 

９８％と、概ね好評価を受けているところである（参考資料１２）。 

特に、実務向上研修については、平成２７年度から取り入れた演習問題

について、より実践的な内容となっており理解が深まった等の評価する意

見や、研修資料について、会計帳簿や領収書等の具体例を用いた解説がわ
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かりやすかった等の意見が寄せられている。一方、演習問題の出題を増や

してほしい、具体的な事例や誤りやすい事例の説明を増やしてほしいとい

った意見も寄せられているところである。 

 

○ 今後の方向性 

フォローアップ研修については、前述のとおり、登録時研修を修了した

登録政治資金監査人の半数以上が実務向上研修を既に受講しており、また、

受講者から有意義なものとなっている等概ね好評価を得ているところであ

る。特に、「毎年度研修を受講している」と回答した受講者の約７割が政治

資金監査の実務経験者であることから、実務向上研修は実務経験者からの

ニーズの高いものとなっていると考えられる。 

したがって、今後もフォローアップ研修を継続的に実施していくととも

に、政治資金監査の質の向上に寄与するものとなっているか、また、継続

的に参加している受講者にとって有意義なものであるかといった観点から、

特に実務向上研修について、引き続き内容の充実を図っていくことが適当

である。 

 

①  研修内容の充実について 

実務向上研修については、従来同様、制度改正等を踏まえた年度ごとの

トピックスや実務上の留意点に係る説明は今後も必要と考えられるもの

の、フォローアップ研修（実務向上研修）の受講者の約６割が実際に政治

資金監査の実務経験を有していること、制度開始から約８年が経過し、登

録からの年数や実務経験において登録政治資金監査人間で差が生じてい

ることも踏まえると、研修の双方向性といった点も視野に入れながら、研

修内容について更なる検討を行うことが適当である。 

また、フォローアップ研修（実務向上研修）の参加者アンケートにおい

て、登録政治資金監査人から「具体的な実例を基にした、実践的な内容と

してほしい」という意見が寄せられたこと、後述の個別の指導・助言の取

組によって誤り事例等が明らかとなったことから、政治資金監査実務上、

特に留意すべき点や誤りやすい点について具体例の一層の活用を図る等

の更なる内容の充実についても検討を行うことが適当である。 

あわせて、これまで一度もフォローアップ研修を受講していない登録政

治資金監査人の意識やニーズも把握していくことも必要であると考えら

れる。 
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このほか、受講者が研修内容をより深く理解できるよう、講義を担当す

る職員の説明能力の向上を図っていくことも必要であり、引き続き講師の

説明に関してアンケートを実施するとともに、職員の説明能力の向上を図

るための研修の受講等に取り組んでいくことが適当である。 

 
 ② フォローアップ研修への参加の促進 

政治資金監査実務の基礎知識の定着・向上を図るため、これまでフォロ

ーアップ研修に参加している受講者に、引き続き研修に参加してもらえる

よう、研修内容の充実を図っていくことはもとより、前述のとおり、フォ

ローアップ研修（実務向上研修）に参加する登録政治資金監査人の割合が

毎年全体の２～３割であり、また、いまだ半数弱の登録政治資金監査人は

登録時研修以降これまで一度もフォローアップ研修（実務向上研修）に参

加したことがないという状況等を踏まえ、未受講者に対しても参加への働

きかけを継続していくなど、関係士業団体との協力を強化し、研修への参

加促進の取組を効果的なものとしていくことが適当である。 
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（２）登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

 

 

 

  

作成中 
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政治資金適正化委員会開催状況 
 

政治資金適正化委員会は、平成２６年４月からの第３期において、【仮】平成２８年１１

月末までに１５回の委員会を開催し、登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言、政治

資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の改定、政治資金監査実務に関

するフォローアップ研修の実施等について、引き続き検討を行ってきた。 

主な審議事項等は、以下のとおりである。 

 

【平成２６年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１ ４月１４日 ・平成２６年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について

２  ７月 １日 ・政治資金監査の質の向上について 

・政治資金監査実務に関するフォローアップ研修について 

３  ９月１６日 ・政治資金監査の質の向上について 

４ １１月 ４日 ・政治資金監査の質の向上について 

・国会における答弁状況について 

５ １２月１５日 ・政治資金監査の質の向上について 

・平成２５年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について

・政治資金監査に関する報道について 

６ ３月１７日 ・政治資金規正法施行規則の改正に係る対応について 

・登録政治資金監査人の業務制限について 

・平成２６年度フォローアップ研修の実施状況及び参加者アンケート

結果について 

・平成２７年度研修実施計画について 

・平成２５年分収支報告に係る政治資金監査報告書の記載内容等に関

する調査結果（総務大臣分及び都道府県選挙管理委員会分）につい

て 

 

【平成２７年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１  ５月２６日 ・平成２７年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について

・政治資金監査実務に関するフォローアップ研修について 

２  ７月２８日 ・払込金受領証の取扱いについて 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの改定・追加について 

・収支報告書の作成支援ソフトの普及等について 

３ １０月 ６日 ・政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について 

・政治資金規正法施行規則の改正について 

参考資料１ 
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４ １２月２２日 ・政治資金監査の質の向上について 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの改定について 

・平成２８年度研修実施計画について 

・平成２６年分政治資金収支報告の概要（総務大臣届出分）について

５  ２月１２日 ・政治資金監査の質の向上について 

・平成２７年度フォローアップ研修の実施状況及び参加者アンケート

結果について 

・平成２７年度研修実施計画の追加について 

６  ３月２５日 ・政治資金監査に関する具体的な指針（政治資金監査マニュアル）の

改定について 

・平成２６年分収支報告に係る政治資金監査報告書の記載内容等に関

する調査結果（総務大臣分及び都道府県選挙管理委員会分）につい

て 

・政治資金監査実務に関するフォローアップ研修について 

 

【平成２８年度】 

回 月 日 主な審議事項等 

１  ６月 ６日 ・平成２８年度政治資金適正化委員会の主な審議事項（案）について

・平成２６年度及び平成２７年度における政治資金適正化委員会の活

動状況について 

・政治資金監査に関するＱ＆Ａの追加について 

２  ８月 ９日 ・取りまとめ（第３期）に向けた今後の審議事項について 

・登録政治資金監査人の登録及び研修について 

・政治資金監査に関する具体的な指針等について 

３ １０月１９日 ・平成２７年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とし

た登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

・平成２８年分収支報告書（定期分）に係る政治資金監査を対象とし

た登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言について 

・取りまとめ（第３期）に向けた審議について～政治資金監査の質の

向上について～ 

・平成２７年分収支報告書に係る政治資金監査報告書（都道府県選管

分）の記載内容等に関する調査について 

・実務向上研修を受講していない登録政治資金監査人へのアンケート

調査について 
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　　　　　　　登録政治資金監査人の登録者数（累積）の推移

（単位：人）

年　度 平成20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

抹消者を除く
登録者数（累積） 2,503 3,538 3,874 4,089 4,286 4,455 4,608 4,686 4,815

※平成28年度は、平成28年11月末現在の数値。

※1　登録政治資金監査人１人当たりの国会議員関係政治団体
　　　　　国会議員関係政治団体数（平成26年分の収支報告書の提出義務があるもので解散団体を含む。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録政治資金監査人数（平成28年11月末現在）
※2　登録政治資金監査人１人当たりの国会議員関係政治団体数の全国平均は、0.69である。

　　　 　　　 登録政治資金監査人１人当たりの国会議員関係
　　　　　　　政治団体数

2,503 

3,538 

3,874 
4,089 

4,286 
4,455 

4,608  4,686 
4,815 

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

平成20 21 22 23 24 25 26 27 28

抹消者を除く登録者数（累積）の推移

… 2.5以上

… 2.0以上2.5未満

… 1.5以上2.0未満

… 1.0以上1.5未満

… 1.0未満 最大値：島根県 2.67
（8団体／3人）

＝

参考資料２

参考資料３
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　　　　　 　　登録政治資金監査人の抹消状況（年度別・士業別）

（単位：人）

抹消者数

弁護士 公認会計士 税理士

平成20年度 1 0 0 1 1

　　　21年度 6 1 1 4 7

　　　22年度 21 1 6 14 28

　　　23年度 29 3 6 20 57

　　　24年度 54 9 13 32 111

　　　25年度 56 5 17 34 167

　　　26年度 76 6 9 61 243

　　　27年度 95 4 16 75 338

　　　28年度 27 2 2 23 365

総　計 365 31 70 264

※平成28年度は、平成28年11月末現在の数値。

年度 累積

1  7 
28 

57 

111 

167 
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抹消者数（累積）の推移
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　　　　　　 　登録政治資金監査人の登録状況（年度別）

（単位：人）

平成20年度 2,504 1 2,503

　　　21年度 1,041 6 1,035

　　　22年度 357 21 336

　　　23年度 244 29 215

　　　24年度 251 54 197

　　　25年度 225 56 169

　　　26年度 229 76 153

　　　27年度 173 95 78

　　　28年度 156 27 129

総　計 5,180

※平成28年度は、平成28年11月末現在の数値。

年度
登録者数

A
抹消者数

B
純増数
A - B

336 
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登録者純増数の推移
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　　　　　　　年代別登録政治資金監査人数
（平成27年度末現在）

 ※1　各年代別の登録者数は、平成28年3月31日現在の年齢により区分している。

※2　平成28年3月31日現在、登録政治資金監査人総数（抹消者除く）は、4,686人である。

※3　平均年齢は、57.0歳である。

（参考）平成22年度末における年代別登録政治資金監査人数

※1　各年代別の登録者数は、平成23年3月31日現在の年齢により区分している。

※2　平成23年3月31日現在、登録政治資金監査人総数（抹消者除く）は、3,874人である。

※3　平均年齢は、53.4歳である。

　　　　　　　年代別抹消者数
（平成27年度末現在）

※1　各年代別の抹消者数は、抹消日現在の年齢により区分している。

※2　平成28年3月31日現在、抹消者総数は338人である。

※3　平均年齢は、62.6歳である。

50代以下

2,526 
53.9%

60代以上

2,160 
46.1%

50代以下

2,458 
63.4%

60代以上

1,416 
36.6%

50代以下

113
33.4%

60代以上

225
66.6%

参考資料６

参考資料７
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　　　　　　　登録時研修の実施状況（年度別・研修方式別）
（単位：人）

平成20年度 816 8回 816 ― ― ― ―

　　　21年度 2,616 39回 2,616 ― ― ― ―

　　　22年度 338 7回 139 ― ― 199回 199

　　　23年度 241 11回 100 2回 20 121回 121

　　　24年度 270 12回 77 3回 40 153回 153

　　　25年度 208 16回 103 1回 8 97回 97

　　　26年度 231 16回 105 0回 0 126回 126

　　　27年度 192 17回 69 1回 21 102回 102

　　　28年度 150 17回 84 0回 0 66回 66

総　計 5,062 143回 4,109 7回 89 864回 864

※1　個別研修は平成22年度から、要望研修は平成23年度から実施。
※2　研修修了者数は、抹消者を含む数値。
※3　平成28年度は、平成28年11月末現在の数値。

○　実務向上研修 （単位：人）

参加者数

弁護士 公認会計士 税理士

平成22年度 10回 966 38 125 803

　　 　23年度 13回 1,142 41 163 938

　 　　24年度 16回 1,080 41 141 898

　　 　25年度 17回 1,197 34 181 982

　 　　26年度 17回 1,116 28 158 930

　 　　27年度 17回 1,034 33 152 849

　　 　28年度 17回 980 34 153 793

総　計 107回 7,515 249 1,073 6,193

※　フォローアップ研修（実務向上研修）（平成25年度まではフォローアップ説明会）は、平成22年度から実施。

○　再受講研修 （単位：人）

参加者数

弁護士 公認会計士 税理士

平成26年度 17回 287 3 54 230

　 　　27年度 17回 206 6 36 164

　　　 28年度 17回 200 6 33 161

総　計 51回 693 15 123 555

※　再受講研修は、平成26年度から実施。

年度
研　　修

修了者数 要望研修集合研修 個別研修

年度
開　催
回　数

年度
開　催
回　数

　　　　　　　フォローアップ研修の開催状況

参考資料８

参考資料９
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　　　　　　　フォローアップ研修(実務向上研修）受講経験者数の推移

（単位：人、％）

年　度
登録時研修
修了者数

　　　A

平成25年度 4,327

平成26年度 4,487

平成27年度 4,583

平成28年度 4,722

※1　平成25～27年度の数値は、それぞれ12月31日現在の数値であり、平成28年度の数値は平成28年11月末現在の数値。
※2　登録時研修修了者数は、登録抹消者を除いた数値。
※3　フォローアップ研修受講経験者数は、登録時研修を修了し、かつ、平成22年度から平成28年度までの間に、フォローアップ
　　研修（実務向上研修）（平成25年度まではフォローアップ説明会）を一度でも受講したことのある者の数。

（単位：人、％）

1,116 891 145 （16.3） 205 （23.0） 541 （60.7）

- <－> 551 <61.8> 56 <38.6> 125 <61.0> 370 <68.4>

- <－> 340 <38.2> 89 <61.4> 80 <39.0> 171 <31.6>

1,034 836 139 （16.6） 180 （21.5） 517 （61.9）

- <－> 491 <58.7> 42 <30.2> 99 <55.0> 350 <67.7>

- <－> 345 <41.3> 97 <69.8> 81 <45.0> 167 <32.3>

980 801 110 （13.7） 161 （20.1） 530 （66.2）

- <－> 491 <61.3> 35 <31.8> 92 <57.1> 364 <68.7>

- <－> 310 <38.7> 75 <68.2> 69 <42.9> 166 <31.3>

※1　「回答者数」は、各年度におけるフォローアップ研修の参加者アンケート中、実務向上研修の受講状況に関する項目に回答

 　した者の総数。

※2　「実務経験あり」及び「実務経験なし」の数値は、上記「回答者数」のうち、それぞれ「これまで政治資金監査に携わったことが

　　ある」、「これまで政治資金監査に携わったことがない」と回答した者の数。

毎年度
参加している

D　（D/A）

平成26年度

平成27年度

平成28年度

年度

うち実務経験あり　E<E/A～D>

　　実務経験なし　F<F/A～D>

うち実務経験あり　E<E/A～D>

　　実務経験なし　F<F/A～D>

参加者数

　　　　　　フォローアップ研修（実務向上研修）参加者の研修受講状況

　　実務経験なし　F<F/A～D>

フォローアップ研修
受講経験者数　B

（B／A）

フォローアップ研修
未受講者数　C

（C／A）

2,455
(52.0)

2,267
(48.0)

2,098
（48.5）

2,252
（50.2）

2,229
（51.5）

2,235
（49.8）

2,358
（51.5）

2,225
（48.5）

うち実務経験あり　E<E/A～D>

今年度初めて
参加した
B　（B/A）

参加した
ことがある
C　（C/A）

回答者数
A＝B+C+D

参考資料１０

参考資料１１
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○　実務向上研修

とても参考
になった

多少参考
になった

あまり参考に
ならなかった

分かりやす
かった

普通
分かりにく
かった

平成28年度 78.3% 20.2% 1.5% 80.5% 18.9% 0.6%

　　　　27年度 73.7% 24.3% 2.0% 75.7% 23.0% 1.3%

　　　　26年度 73.8% 23.2% 3.0% 66.5% 31.7% 1.8%

ちょうど
良かった

もう少し
時間を

長かった
今後も参加

したい
参加する

つもりはない

平成28年度 86.4% 10.2% 3.4% 98.3% 1.7%

　　　　27年度 82.1% 10.6% 7.3% 98.0% 2.0%

　　　　26年度 91.3% 3.7% 5.0% 97.6% 2.4%

○　再受講研修

とても参考
になった

多少参考
になった

あまり参考に
ならなかった

ちょうど
良かった

もう少し
時間を

長かった

　平成28年度 71.8% 25.3% 2.9% 80.5% 12.6% 6.9%

　　　　27年度 75.6% 24.4% 0.0% 89.5% 6.2% 4.3%

　　　　26年度 80.5% 15.9% 3.6% 86.2% 9.1% 4.7%

今のままで
よい

変更してほしい 毎年 2～3年に1度 必要に応じて その他

　平成28年度 94.9% 5.1% 44.9% 31.5% 23.6% 0.0%

　　　　27年度 90.1% 9.9% 35.1% 36.9% 25.6% 2.4%

　　　　26年度 89.3% 10.7% 33.7% 28.7% 31.0% 6.6%

　　　　　　　　フォローアップ研修アンケート結果

年度
研修内容について  研修資料について

年度
研修時間について 今後の参加

年度
研修内容について 研修時間について

年度
研修方式について 今後の参加
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政治資金監査マニュアルの改定状況 

 

当委員会では、平成２０年１０月に「政治資金監査に関する具体的な指針」（政治資金監

査マニュアル）を策定し、その後現在（平成２８年１１月末）に至るまで、３回にわたり改

定を行っている。 

主な改定内容は、以下のとおりである。 

 

改定時期 主な改定内容 

平成２２年 ９月 ・ 政治資金監査実施要領と一体化させ章立てを再構成すると

ともに、「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」のうち必要な事項と

政治資金監査上の取扱いに関する委員会見解の追加。 

・ 記載不備のある領収書等の確認に請求書等の関係書類を利

用可能としたほか、支出を受けた者の住所について別添の書

類に記載との記載があった場合に別添の書類の住所で確認可

能に。 

平成２５年 ６月 ・ 平成２４年４月の政治資金規正法施行規則の一部改正によ

る、金融機関への振込みにより支出をした場合の添付書類の

簡素化を踏まえた記載の追加。 

・ 収支報告書に支出が計上されていない場合の記載例の追加。

・ 主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の理由や

実施場所に係る記載例の明確化。 

平成２８年 ３月 ・ 平成２７年１０月の政治資金規正法施行規則の一部改正に

よる、業務制限の対象の追加を踏まえた記載の追加。 

・ 記載例の注の追加、その他記載の趣旨の明確化を図るため

の表現の整理。 
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政治資金適正化委員会の見解一覧 

時期 見解 内容 

平成２０年１０月３１日 

平成２０年度第８回委員会 

「収支報告書等の記載方法

等に関する見解」 

交通事業者系電子マネー及びＥＴ

Ｃカードを使用した場合の簡易な

記載方法 

平成２１年４月１４日 

平成２１年度第１回委員会 

「会計帳簿の記載事項に関

する政治資金監査上の取

扱いについて」 

支出先住所について記載不備とし

ない事例（住所の特定が困難な場合

又は主たる事務所の所在地の特定

が困難な場合） 

「収支報告書等の記載方法

について（クレジットカ

ードを利用した場合）」 

クレジットカードを使用した場合

の簡易な記載方法 

平成２１年６月４日 

平成２１年度第２回委員会 

「支出項目の区分の分類に

ついて」 

支出項目の区分の分類の基本的考

え方及び標準的な分類例 

平成２１年９月８日 

平成２１年度第３回委員会 

「領収書等の記載事項に関

する政治資金監査上の取

扱いについて」 

領収書等の発行者情報を含む記載

事項による会計帳簿の記載事項と

の整合性の確認 

平成２２年１２月８日 

平成２２年度第５回委員会 

「政治資金監査報告書の記

載について」 

政治資金監査報告書の記載に当た

っての留意事項（収支報告書に支出

が計上されていない場合における

政治資金監査報告書記載例の追加

等） 

「政治資金監査を受けた収

支報告書の訂正につい

て」 

 

収支報告書提出後の訂正における

登録政治資金監査人による訂正後

の収支報告書の確認方法 

「政治資金監査報告書の訂

正について」 

政治資金監査報告書に記載誤り等

があった場合の訂正方法 
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政治資金監査に関するＱ＆Ａの主な追加・改定 

 

当委員会では、平成２１年３月に「政治資金監査に関するＱ＆Ａ」を公表して以降、その

後現在（平成２８年１１月末）に至るまで、必要に応じて追加・改定等を行い、充実を図っ

てきている。 

主な追加・改定は、以下のとおりである。 

 

時期 区分 主な追加・改定 

平成２１年 ３月 追加 
・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議

員関係政治団体の会計責任者であった者） 

 追加 
・政治資金規正法上の業務制限の範囲（国会議員関係政治団

体の会員等） 

 追加 
・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（解散時に

国会議員関係政治団体であって収支が０円の場合） 

 追加 ・政治資金監査業務に従事する使用人等の資格 

平成２１年１２月 追加 

・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（年の途中

で国会議員関係政治団体であった期間がある政治団体で、

１２月３１日現在又は解散日現在で国会議員関係政治団体

でなかった場合） 

 追加 
・政治団体の区分に異動があった場合の留意事項（確認の対

象となる収支報告書又は会計帳簿等の関係書類の範囲） 

 追加 ・政治資金監査契約書への収入印紙の貼付 

平成２２年 ２月 追加 
・政治資金規正法上の業務制限の範囲（業務制限の対象とな

る期間） 

 追加 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議

員関係政治団体の会計責任者に事故があり又は会計責任者

が欠けた場合にその職務を行うべき者であった者） 

 追加 

・政治資金規正法上の業務制限の範囲（年の途中まで国会議

員関係政治団体の役職員として、会計帳簿の記載に係る部

分に限り、会計責任者の職務を補佐していた者） 
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 追加 ・政治資金監査報酬に係る源泉徴収 

平成２２年 ３月 追加 
・政治資金監査報酬受領時に政治団体へ交付する領収書等へ

の収入印紙の貼付 

 追加 ・記載事項に不備のある領収書等の写しの提出 

平成２２年 ６月 追加 ・記載事項に不備のある領収書等の確認方法 

平成２３年１０月 追加 
・収支報告書に政治資金監査報酬が計上されていない場合の

確認の要否 

平成２４年 ２月 追加 ・主たる事務所以外で政治資金監査を実施しない場合の理由 

平成２４年 ３月 追加 ・支出の目的が記載された払込金受領証の取扱い 

 改定 ・郵便局で支払をした場合の払込票兼受領証の取扱い 

平成２５年 ６月 改定 
・主たる事務所以外で政治資金監査を実施した場合の政治資

金監査報告書の記載方法 

平成２７年 ７月 改定 ・支出の目的が記載されていない払込金受領証の取扱い 

 改定 ・高額領収書等に係るあて名の確認の周知 

 追加 
・登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組の趣

旨 

平成２７年１０月 追加 ・登録政治資金監査人の守秘義務 

平成２８年 ５月 追加 

・平成２８年熊本地震による災害により会計帳簿等の関係書

類の全部又は一部を滅失又は紛失等した場合における収支

報告書の提出等 

 

-32-



フォローアップ研修資料②.indd   1 2014/12/16   10:57:12

-33--33-


	空白ページ



